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姶良市農業委員会総会議事録（１０月） 

 

１．開催日時 平成２９年１０月３１日（火） 午後１時３０分～３時４５分 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１９人） 

 

 

欠席委員 なし 

 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（１１人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 ５番委員 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第  ３ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

６． 議案第  ４ 号 農地転用事業計画変更申請について 

７． 議案第  ５ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８． 議案第  ６ 号 農地の利用目的変更願について 

９． 議案第  ７ 号 非農地証明願について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

松元 信道 

森  洋一 

岩元 律子 

野元 幸雄 

夏田  恒 

今西  馨 

本村 正一 

坂元 廣幸 

小長野  誠 

川島 兼次 

１１番

１２番

１３番

１４番

１５番

１６番

１７番

１８番

１９番

内村 洋昭 

西  泰行 

堂前 澄男 

今村 逸子 

内甑 達也 

松尾 博好 

瀬尾 幹男 

市薗 由美子 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 

犬童 博子 

宇都 和義 

７番

８番

９番

１０番

１１番

１２番

白尾 親昭 

牧野田 隆平 

大重 孝司 

上福元 克己 

松元 健一 

湯 博信 
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10．議案第  ８ 号 農地あっせん申出（売渡希望）について 

11. 議案第  ９ 号 農地中間管理事業にかかる農地利用集積計画（貸借）の意見決定

について 

12．        農地あっせんの経過報告 

13.         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

14．        その他 

             

 

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

振興係長 

振興係主査 

農地係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

加治木農林水産係長 

姶良農林水産係長 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（平成２９年１０月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、平成２９年度第７回姶良市農業委員会総会を開会いた

します。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１９名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

  

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、１５番委員、１６番委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○係長と○○係長を指名いたします。 

 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。 

 関係議案、終了後に入室・着席していただきます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見

決定について議題に供します。 

１番から４番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につい

てご説明いたします。総会資料は、１ページでございます。こちらは、

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地の利用権の設定で

す。農業委員会にて審査決定後、市長がこれを公告することにより、利

用権の効力が発生いたします。 

公告日は１０月３１日、契約の始期は１１月１日をそれぞれ予定いた

しております。 

契約年数につきましては、３年間が３件、１０年間が１件で、合計４

件となっております。面積につきましては、合計４，７１２㎡となって

おります。農用地利用集積計画（貸借）の内容につきましては、総会資

料の２ページにございますので、ご確認頂きたいと思います。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から４番までについて質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願い

します。 

 

[質問、意見なし]  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての１番か

ら４番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画（貸借）の意見決定

についての１番から４番までについては原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

 議案第２号 

 

次に、日程第４、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番から８番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明いたします。総会資料は、３ページから５ページでござ

います。今月の申請件数につきましては、８件となっております。 

先般、各担当委員におきまして事前調査がなされ、現地調査報告書の

１ページから８ページに調査書がございますので、ご審議の参考として

下さい。 
それでは、１番につきましてご説明いたします。 

譲受人、西餅田在住の○○。譲渡人、蒲生町上久徳在住の○○の売買

による所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町上久徳字堂平○○番○

畑 １０６㎡です。以上で１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１０番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１０番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年１０

月１５日譲受人宅と現地で会い、聞き取りを行い、申請地を調査いたし

ました。畑はきちんと耕作されていました。農機具等も揃っていました。

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、２番につきましてご説明いたします。 

譲受人、加治木町小山田在住の○○。譲渡人、加治木町小山田在住の

○○の贈与による所有権移転です｡申請地の所在は、加治木町小山田字東

木迫○○番○ 畑、字上中原○○番○ 畑 の計２筆、合計面積９，４

２４㎡です。以上で２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

８番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年１０月

１８日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしました。

申請地はお茶畑できれいに管理されておりました。譲受人の労働力、機

械等ですが、お茶の生産農家でありました父親が昭和５５年に亡くなっ

た後、譲受人○○さんが後継者としてお茶の生産、加工を引き継ぎ現在

に至っているとのことです。親子の贈与です。今までに機械の更新や製

茶工場の整備拡大を図って、生産販売を現在されております。なんら問

題はないと考えます。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明いたします。 

譲受人、船津在住の○○。譲渡人、船津在住の○○の贈与による所有

権移転です｡申請地の所在は、船津字二俣○○番○ 畑、字二俣○○番

田、字外園○○番○ 田 の計３筆、合計面積３，４４３㎡です。以上

で３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１４番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年１０

月２０日に事務局の方とともに譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申

請地を調査いたしました。田は問題なく作られており、場所もいいです。

畑の２箇所がちょっと山手なので、鳥獣害対策が大変そうでありました

が、きれいに管理されており、機械も揃っておりましたので、特に問題

ないと思います。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきましてご説明いたします。 

譲受人、永瀬在住の○○。譲渡人、鹿児島市在住の○○の贈与による

所有権移転です｡申請地の所在は、永瀬字宮原○○番○ 田、字宮原○○

番○ 田、字宮原○○番○ 田 の計３筆、合計面積１，７２１㎡です。

以上で４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

４番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年１

０月１７日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしま

した。譲渡人は、実の弟で昭和４２年から耕作しているということでし

た。トラクター等一通り農機具は揃っておりました。高齢ですが、非常

に元気な方で、私より若いのではないかと思われるような方でした。現

地の方も刈取り後でしたが、管理がしっかりされており、何ら差し支え

ないと思われます。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 



 

7 
 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

次の５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、５番につきましてご説明いたします。 

譲受人、大山在住の○○。譲渡人、霧島市在住の○○の売買による所

有権移転です｡申請地の所在は、大山字六反田○○番○ 畑 ４９２㎡で

す。以上で５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１３番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年１０

月１５日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしまし

た。譲受人にどうしてもこの畑を買ってくださいということで売買をさ

れるそうです。譲受人の労働力及び機械については、現在８町くらい作

っていて、機械も全部揃っています。息子さんが警察官をされていて、

あと一年半くらいしたら、親元の敷地に家を建てて、少しでも手伝うと

いうことをおっしゃっていました。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、６番につきましてご説明いたします。 

譲受人、豊留在住の○○。譲渡人、加治木町木田在住の○○の売買に

よる所有権移転です｡申請地の所在は、豊留字室田川原○○番○ 畑 ７

４㎡です。以上で６番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の６番に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年１

０月１７日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたしま

した。譲受人の労働力も十分あり、機械等も揃っておりました。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、７番につきましてご説明いたします。 

譲受人、蒲生町下久徳在住の○○。譲渡人、神奈川県相模原市在住の

○○の売買による所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町下久徳字上水

流○○番○ 畑 ３０２㎡です。以上で７番の説明を終わります。 
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

ただいまの説明の７番に関連して、１１番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

１１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年

１０月２０日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたし

ました。有償による所有権移転です。譲受人は認定農業者で、労働力は

本人と妻の２人です。経営規模は、所有地と借地を合わせて６，４８３

㎡です。これは、水稲です。申請地は果樹園にしたいということでした。

農機具の保有台数は、トラクター１台、乗用田植え機１台、コンバイン

１台、乾燥機１機、刈払機２台、軽トラック１台を確認しました。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、８番につきましてご説明いたします。 

譲受人、霧島市在住の○○。譲渡人、蒲生町下久徳在住○○の贈与に

よる所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町下久徳字岩迫○○番 田、

字岩迫○○番 田、字岩迫○○番 田、字岩迫○○番 畑、字柳元○○

番○ 畑、字柿内前○○番 畑、字上水流○○番○ 田、字上水流○○

番○ 田、字上水流○○番○ 田 の計９筆、合計面積７，４５０㎡で

す。以上で８番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の８番に関連して、１１番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

１１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年

１０月１６日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調査いたし

ました。譲渡人と譲受人は親子です。贈与による所有権移転です。申請

地の田は水稲、畑は野菜及び果樹です。全てよく管理されております。

譲受人は兼業農家で、労働力は本人と夫の２人です。譲渡人宅は、実家

ですが、ここを拠点として営農を計画されています。農機具の保有台数

として、管理機１台、刈払機３台、ハーベスター１台です。大型機械に

関しては、下久徳在住の○○さんに応援をもらえるとのことでした。 

当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

について、１番から８番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 
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議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から８番については、農地法第３条第２項の各号に該当しないため

許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の委員は

挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から８番について原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番から２番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定についてご

説明申し上げます。 

１番からご説明申し上げます。 

   申請人は、平松在住の○○。土地の所在は、平松字狐塚○○番○ 畑

２５２㎡です。農地区分は、都市計画の用途の設定は第一種中高層住居

専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、通路です。申請理由は、隣地に集落の公民館があります

が、解体して新築するため、その通路に使用するためです。申請地を転

用して、地目変更登記をしたいということで申請されました。転用済み

のため資金は不要。土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。始

末書の添付があります。被害防除計画書の添付があります。追認案件の

ため、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以

上です。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

 １８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、山野公民館から西に約３０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が畑、西が宅地、南が宅地、北が市道

です。申請実現の確実性は、現状のまま使用するため確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意

見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

  

  

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

です。 

 

次の２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

   申請人は、北山在住の○○。土地の所在は、北山字石原田○○番○ 田

２,７７７㎡、字石原田○○番 田 ７６２㎡、合計２筆の３，５３９㎡

です。農地区分は、農地の広がりが１０ｈa未満ですので、第２種農地と

判断されます。 

 転用目的は、山林です。申請理由は、申請地は山間部の棚田で耕作不

便であり、またイノシシ等による農作物の被害もあるため、杉を植え山

林としたいためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等はなし。

以上です。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１５番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

１５番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

２種農地であるが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地の位

置は、北山下地区公民館から東に約３００ｍの位置です。被害防除の現

況は、東が山、西が山、南が山、北が道路です。申請実現の確実性は、

自己資金証明もあり確実であります。条件及び特記事項はなし。総合意

見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

これより、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定

について、１番から２番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について、

１番から２番について、原案のとおり意見決定及び許可決定することに

賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から２番は、原案のとおり意見の決定及び許可が

決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議に該当

する案件については意見聴取いたします。 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議案第４号 

 

つぎに、日程第６、議案第４号農地転用事業計画変更申請について議

題に供します。 

１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号農地転用事業計画変更申請についてご説明申し

上げます。 

１番についてご説明申し上げます。 

変更前の申請人が、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。土地の所

在は、船津字一町畠○○番 畑 ６８７㎡です。当初の許可は、平成２

９年５月１０日付けの５条許可で、転用目的は建売住宅でした。変更後

の申請人は、船津在住の○○。土地の所在は、船津字一町畠○○番 畑

６８７㎡の内３３３㎡です。転用目的は倉庫と資材置場です。理由は、

事業継承人は、近年市内近郊の建築工事が増え、業務の資材が増えたた

め、申請地６８７㎡の内３３３㎡を購入し、倉庫及び資材置場に利用す

る。残りの３５４㎡は当初計画者が建売住宅を建築するためです。議案

第５号２番と関連があります。変更後の申請人は、申請地の南側に自宅

があり、自宅前に倉庫及び資材置場として利用したいということです。

以上です。 

 

ただいまの事務局説明に関連して２番委員に、議案第５号農地法第５

条の規定による許可申請の処分決定についての２番とも関連があります

ので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

２番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第２

種農地であるが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地の位置

は、船津公園から西に約１００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が

市道、西が許可地、南が宅地、北が宅地です。隣接農地との日照確保と

して高さ４ｍの制限を設けます。申請実現の確実性は、融資証明もあり

確実であります。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用

許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としま

しては許可意見であります。以上です。 

 

これより、議案第４号農地転用事業計画変更申請の１番について、一

括して質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第４号農地転用事業計画変更申請の１番について、原案のとおり

意見決定及び許可することに賛成の委員は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号農地転用事業計画変更申請についての１

番について、原案のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定について議題に供します。 

１番から１７番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明申し上げます。 

１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、埼玉県さいたま市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、

神奈川県三浦市在住の○○。土地の所在は、東餅田字上八日町○○番○

田 ２９３㎡です。権利内容は、所有権移転です。農地区分は、都市計

画内の用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断

されます 

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、住宅地であり、需要がある

ので宅地分譲（１区画）したいためです。資金は自己資金で対応し、土

地改良区等はなし。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第３

種農地で問題なし。申請地の位置は、八日町公民館から西に約１００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が

宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明あり確実であります。条

件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であ

ります。以上です。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、船津在住の○○。譲渡人、姶良市の株式会社○○代表取締役

○○。土地の所在は、船津字一町畠○○番 畑 ６８７の内３３３㎡で

す。権利内容は所有権移転です。農地区分は、農地の広がりが１０ｈa

未満ですので、第２種農地と判断されます。 

 転用目的は、倉庫と資材置場１棟の建築面積が３９．７４㎡です。申
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請理由は、申請地隣地の北側で建築業を営んでおり、業務拡張を考慮し

て、申請地に倉庫と資材置場を建設するためです。資金は融資で対応し、

土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付

があります。議案第４号１番と関連があります。以上です。 

 

本案件については、議案第４号１番で、２番委員から報告済でありま

すので補足説明については、省略いたします。 

次の３番について事務局の説明を求めます。 

 

３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市在住の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、福岡

県糸島市在住の○○。土地の所在は、西餅田字上松原○○番○ 田 ８

２４㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画の用途

の設定は第一種中高層住居専用地域内にある農地ですので、第３種農地

と判断されます。 

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地に宅地分譲（３区画）

を造成し、その販売を行い地域の住宅緩和に寄与するとともに、自社の

経営安定を図るためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見

書の添付があります。被害防除計画書の添付があります。以上です。 
 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原なぎさ小学校から南に約１

５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が水路、南が宅地、

北が田です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及

び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見で

あります。以上です。 

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

４番についてご説明申し上げます。 

譲受人、永池町在住の○○。譲渡人、平松在住の○○。土地の所在は、

平松字桑原○○番○ 田 ２４２㎡です。権利内容は所有権移転です。

農地区分は、都市計画内の用途が準工業地域内にある農地ですので、第

３種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟の建築面積が９１．０８㎡です。申請理由

は、現在借家住まいで手狭になったため、申請地の譲渡を受けて自己住

宅を建築するためです。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は

区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。譲受人と譲

渡人は親子関係です。以上です。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、県警察学校から南に約５０ｍの

位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が私道、北が私

道です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及

び特記事項は、なし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上です。 

 

次の５番について事務局の説明を求めます。 

 

５番についてご説明申し上げます。 

借人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。貸人、奈良県橿原市在

住の○○。土地の所在は、蒲生町米丸字四月田○○番 田 １,２０５㎡

です。権利内容は賃借権です。農地区分は、農用地区域内農地で、一時

転用です。土地改良事業の施行があり、農地の広がりは１０ｈａ未満で

す。 

転用目的は、現場事務所と資材置場５棟の建築面積８２．５㎡です。

申請理由は、パイプライン工事の現場事務所を設置する場所が他にない

ためです。今年度より蒲生米丸地区でパイプライン工事が始まりますが、

その現場事務所及び資材置場です。資金は自己資金で対応し、土地改良

区等の意見書は一時転用のため不要です。被害防除計画書の添付があり

ます。一時転用ですので、平成３０年３月３１日までに原状復旧です。

農用地区域内農地ですが、一時転用で期間も短いため県農業委員会ネッ

トワーク機構への意見聴取は必要ない案件です。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

農用地区域農地であるが、一時転用に該当するため問題なし。申請地の

位置は、米丸簡易郵便局から北に約５０ｍの位置です。被害防除の現況

は、東が農道、西が水路、南が田、北が農道です。申請実現の確実性は、

工事を落札したため確実であります。条件及び特記事項はなし。総合意

見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の６番について事務局の説明を求めます。 

 

６番についてご説明申し上げます。 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

譲受人、鹿児島市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、加治木町

反土在住の○○、他１名。土地の所在は、加治木町反土字田中○○番○

田 ９５２㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、都市計画

内の用途が第一種住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断さ

れます。 

転用目的は、宅地造成です。申請理由は、当地を宅地分譲の計画に至

るためです。生産区画数は、宅地４区画、道路１区画、ゴミ置場1箇所

です。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため

不要です。隣接地○○番○ 宅地 ３８６．２３㎡と一体利用し、全事

業面積は１,３３８．２３㎡です。現在、市の土地利用協議の申請中です。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

６番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、椋鳩十文学記念館から南に約

１０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が宅地、

北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の７番について事務局の説明を求めます。 

 

７番についてご説明申し上げます。 

譲受人、松原町二丁目在住の○○。譲渡人、いちき串木野市在住の○

○。土地の所在は、松原二丁目○○番○ 畑 ２９７㎡、○○番○ 畑

４１㎡、合計２筆の３３８㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区

分は、都市計画の用途の設定は第一種中高層住居専用地域内にある農地

ですので、第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、駐車場です。申請理由は、職員用普通車１２台分の駐車

スペース及び車の転回スペースが必要なためです。資金は融資で対応し、

土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原なぎさ小学校から北に約

２００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が市道、南が宅

地、北が市道です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立
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地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。以上です。 

 

次の８番について事務局の説明を求めます。 

 

８番についてご説明申し上げます。 

借人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。貸人、蒲生町米丸在住

の○○。土地の所在は、蒲生町米丸字新田○○番○ 田 ９５４㎡です。

権利内容は賃借権です。農地区分は、農用地区域内農地で、一時転用で

す。土地改良事業の施行があり、農地の広がりは１０ｈａ以上です。 

 転用目的は、現場事務所と資材置場２棟の建築面積４０㎡です。申請

理由は、県営中山間地域所得向上支援事業米丸地区操２８－１工区（パ

イプライン工事）施工のためです。５番と理由は一緒です。資金は自己

資金で対応し、土地改良区等の意見書は一時転用のため不要です。被害

防除計画書の添付があります。一時転用ですので、平成３０年３月３１

日までに原状復旧です。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１１番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

農用地区域内農地であるが、一時転用に該当するため問題なし。申請地

の位置は、米丸簡易郵便局から南に約３００ｍの位置です。被害防除の

現況は、東が県道、西が田、南が雑種地、北が田です。申請実現の確実

性は、工事を落札したため確実であります。条件及び特記事項はなし。

総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の

結果、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の９番について事務局の説明を求めます。 

 

９番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、西餅田在

住の○○。土地の所在は、東餅田字下牟田○○番 田 ３３６㎡、同字

○○番 田 ７８４㎡、合計２筆の１,１２０㎡です。権利内容は所有権

移転です。農地区分は、都市計画の用途の設定は第一種中高層住居専用

地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は共同住宅１棟の建築面積２４７．３２㎡です。申請理由は、

申請地に賃貸用の共同住宅を建築し、事業の安定を図るためです。資金

は融資で対応し、土地改良区の意見書の添付があります。被害防除計画

書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 
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３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐駅から北東に約２５０ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が水路、西が市道、南が宅地、北が

田です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及

び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見でありま

す。以上です。 

 

次の１０番について事務局の説明を求めます。 

 

１０番についてご説明申し上げます。 

 譲受人、西宮島町在住の○○。譲渡人、大阪市在住の○○。土地の所

在は、西宮島町○○番○ 畑 ２３１㎡です。権利内容は所有権移転で

す。農地区分は、都市計画の用途の設定は第一種中高層住居専用地域内

にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は一般住宅１棟の建築面積９４．８１㎡です。申請理由は、

現在借家住まいのため、申請地を取得し、一般住宅を建築するためです。

資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため不要です。

被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、姶良小学校から東に約２００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が宅地、北が

宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上です。 

 

次の１１番について事務局の説明を求めます。 

 

次に１１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、東餅田在住の○○。譲渡人、松原町二丁目在住の○○。土地

の所在は、松原町二丁目○○番○ 畑 ３２０㎡です。権利内容は所有

権移転です。農地区分は、都市計画の用途の設定は第一種中高層住居専

用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

転用目的は、一般住宅１棟の建築面積９２㎡です。申請理由は、現在

の借家が古くなり、今回、今と同じ小学校区の申請地に自己の住宅を建

築したいためです。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域

外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。 
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ただいまの説明に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

３番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原なぎさ小学校から北に約

１５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が宅地、南が市

道、北が宅地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実でありま

す。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見であります。 

 

次の１２番について事務局の説明を求めます。 

 

１２番についてご説明申し上げます。 

借人、福岡県福津市在住の○○。貸人、東餅田在住の○○。土地の所

在は、松原町一丁目○○番○ 畑 ８８６の内２６５㎡です。権利内容

は使用貸借権です。農地区分は、都市計画内の用途が第一種中高層住居

専用地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、一般住宅１棟の建築面積７３．２４㎡です。申請理由は、

現在借家住まいであるが、申請地を使用貸借にて自己用住宅を建築した

いためです。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のた

め不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１８番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、松原なぎさ小学校から東に約６

ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が市道、南が市道、北

が畑です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件

及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上です。 

 

次の１３番に入る前に休憩といたします。 

（休憩） 

 

時間になりましたので、議事を再開したいと思います。 

次の１３番について事務局の説明を求めます。 

 

１３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿屋市在住の○○。譲渡人は２名で、山口県防府市在住の○
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○。土地の所在は、蒲生町漆字松迫○○番 畑 ７９㎡です。譲渡人、

日置市在住の○○。土地の所在は、蒲生町漆字松迫○○番○ 畑 １７

３㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、農地の広がりが１

０ｈa未満ですので、第２種農地と判断されます。  

 転用目的は、倉庫と資材置場１棟の３３．０５㎡です。申請理由は、

譲受人は陶芸をされています。申請地○○番は同時に購入する家屋に隣

接しており、陶器製作用の資材置場として便利である。また、申請地○

○番○には既存の農業用倉庫があり、製作した陶器作品や機材を保管す

るのに便利であるためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等は

なし。被害防除計画書の添付があります。隣接地○○番 宅地 ２８１．

０８㎡と○○番○ 宅地 ２０８．１４㎡と一体利用し、全事業面積は

７４１．２２㎡です。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１２番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第２種農地であるが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地の

位置は、漆簡易郵便局から西に約５ｍの位置です。被害防除の現況は、

東が県道、西が宅地、南が市道、北が市道です。申請実現の確実性は、

自己資金証明もあり確実であります。条件及び特記事項はなし。総合意

見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の１４番について事務局の説明を求めます。 

 

１４番についてご説明申し上げます。 

譲受人、平松在住の○○。譲渡人、鹿児島市在住の○○。土地の所在

は、平松字六ヶ所前○○番○ 畑 ３６１㎡です。権利内容は所有権移

転です。農地区分は、都市計画の用途の設定は準住居地域内にある農地

ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、貸駐車場です。申請理由は、現在、申請地近くで病院を

開業しておりますが、職員駐車場が不足しているので職員駐車場として

病院に無償貸与するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等

の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、県警察学校から南に約２００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が里道、西が宅地、南が畑、北が市
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道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条

件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であ

ります。以上です。 

 

次の１５番について事務局の説明を求めます。 

 

１５番についてご説明申し上げます。 

譲受人、平松在住の○○、他１名。譲渡人、平松在住の○○。土地の

所在は、平松字中原○○番○ 畑 ２５７㎡です。権利内容は所有権移

転です。農地区分は、都市計画の用途の設定は第一種低層住居専用地域

内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、一般住宅１棟の４８．０８㎡です。申請理由は、住宅を

建築するためです。資金は融資で対応し、土地改良区等の意見書は区域

外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１７番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第

３種農地で問題なし。申請地の位置は、重富公民館から南に約１５０ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が畑、西が市道、南が宅地、北が墓

地です。申請実現の確実性は、融資証明もあり確実であります。条件及

び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見でありま

す。以上です。 

 

次の１６番について事務局の説明を求めます。 

 

１６番についてご説明申し上げます。 

譲受人、宮島町在住の○○。譲渡人、西餅田在住の○○。土地の所在

は、西餅田字岩根川畑○○番○ 畑 １７９㎡です。権利内容は所有権

移転です。農地区分は、都市計画の用途の設定は第一種中高層住居専用

地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。 

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地に宅地造成（１区画）

するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意見書は区域

外のため不要です。被害防除計画書の添付があります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第３

種農地で問題なし。申請地の位置は、帖佐中学校から北に約１０ｍの位
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置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が宅地、南が市道、北が川で

す。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条件及

び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見でありま

す。以上です。 

 

次の１７番について事務局の説明を求めます。 

 

１７番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、蒲生町白男

在住の○○。土地の所在は、蒲生町白男字唐船川原○○番 田 ３０㎡

です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、広がりが１０ｈa以上の

一団の区域内にある農地ですので、第１種農地と判断されます。 

 転用目的は、駐車場です。申請理由は、申請地東側は４月に駐車場と

して農地転用許可をいただいたが、今回申請地を追加して拡張したいた

めです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のた

め不要です。被害防除計画書の添付があります。５条許可済の隣接地 ○

○番 雑種地 ９１４㎡と一体利用し、全事業面積は９４４㎡です。既

存施設、既存の許可地が９１４㎡ございまして、申請地が３０㎡ですの

で、既存施設の二分の一以内で既存施設の拡張に該当します。第１種農

地のため、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

２番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、第１

種農地であるが、第１種農地の不許可の例外である既存施設拡張に該当

するため問題なし。申請地の位置は、岩戸橋から北に約３００ｍの位置

です。被害防除の現況は、東が５条許可地、西が水路、南が水路、北が

田です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり確実であります。条

件及び特記事項はなし。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見

聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上で

す。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

について、１番から１７番までについて一括して質疑に入ります。質疑

のある方は挙手をお願いします。 

 

[質疑・意見なし] 

 



 

22 
 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から１７番までについて原案のとおり、意見決定及び許可すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から１７番について、原案のとおり意見決定及び

許可が決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議

に該当する案件については意見聴取いたします。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８、議案第６号農地の利用目的変更願について議題に供

します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号農地の利用目的変更願についてご説明申し上げ

ます。 

 １番についてご説明申し上げます。 

申請人、加治木町反土在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、

加治木町木田字ユル木堂○○番○ 田 ２，５９４㎡です。農地区分は、

農地の広がりが１０ｈa 未満ですので、第２種農地と判断されます。変

更後の使用目的は、田及び一部通路です。申請理由は、以前、２，５９

４㎡の内１ａ程を農業委員会の承認を得て畑として利用し、緑竹を栽培

していたが枯れたため、復田して利用したい。また、今年まで稲刈りを

バインダーで掛け干しされていましたが、来年からはコンバイン等を頼

みたいということで、コンバイン等が通れるように、通路を拡幅したい

ためです。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、６番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

６番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は、

第２種農地です。申請地の位置は、木田土地改良区から北に約５００ｍ

の位置です。被害防除の現況は、東が田、西が田と道路、南が里道と田、

北が田です。申請実現の確実性は、田に変換するのは１ａ程度で、通路

も１０ｍぐらいなので確実であります。条件及び特記事項は、現在も米

作りをしており、通路は建設会社に頼んでいる。総合意見としまして、

現地調査委員としましては承認意見であります。以上です。 

 

これより、議案第６号農地の利用目的変更願についての１番について
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事務局 

質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第６号農地の利用目的変更願につい

ての１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手を

お願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号農地の利用目的変更願についての１番に

ついては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

 議案第７号 

 

次に、日程第９、議案第７号非農地証明願について議題に供します。

１番から２番について説明をお願いします。 

まずは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号非農地証明願についてご説明申し上げます。 

 １番についてご説明申し上げます。 

 申請人は加治木町木田在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、

加治木町木田字九反畑○○番○ 畑 １９㎡です。農地区分は、都市計

画の用途の設定は第一種中高層住居専用地域内にある農地ですので、第

３種農地と判断されます。変更年月日は平成４年９月です。現況は通路

です。申請理由は、平成４年９月、九反畑○○番に住宅ができて宅地へ

通路として使用していたためです。以上です。 

 

ただ今の説明に関連して、６番推進委員から、調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

６番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は第

３種農地です。申請地の位置は、南九州病院から南に約５０ｍの位置で

す。現況は、申請のとおり通路となってから、約２５年程度たっている

と認められる。周囲の現況は、東が５条許可地、西が通路、南が市道、

北が宅地です。非農地として認定するやむを得ない理由は、通路になっ

てから２５年程度たっているため、やむを得ないものであると認める。

条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、現地調査員としまして

は承認意見であります。以上です。 

 

次の２番について事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 
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 申請人は平松在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、平松字

○○番○ 畑 ２３０㎡です。農地区分は、都市計画の用途の設定は準

住居地域内にある農地ですので、第３種農地と判断されます。変更年月

日は昭和４４年です。現況は宅地です。申請理由は、昭和４４年より宅

地となったためです。以上です。 

 

ただ今の説明に関連して、１７番委員から、調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

１７番委員です。それでは、調査報告をいたします。農地区分は第３

種農地です。申請地の位置は、城下公民館から南東に約１５０ｍの位置

です。現況は、申請のとおり宅地となってから、約４８年程度たってい

ると認められる。周囲の現況は、東が宅地、西が宅地、南が市道、北が

宅地です。非農地として認定するやむを得ない理由は、宅地となってか

ら４８年たっており、農地復元が困難なことからやむを得ないものであ

ると認める。条件及び特記事項はなし。総合意見としまして、現地調査

員としましては承認意見であります。以上です。 

 

これより、議案第７号非農地証明願について、１番から２番について

質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第７号非農地証明願についての１番

から２番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手を

お願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号非農地証明願についての１番から２番に

ついては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第８号  

 

次に、日程第１０、議案第８号農地あっせん申出（売渡希望）につい

て議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第８号農地あっせん申出（売渡希望）についてご説明

いたします。総会資料は、１５ページでございます。今月の申請につき

ましては、１件となっております。参考資料につきましては、８１ペー

ジになりますので、ご審議の参考として下さい。 

それでは、１番をご説明いたします。内容につきましては、売渡です。
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土地の所在が、下名字中川原○○番 田 ８３８㎡及び○○番 田

９８８㎡です。申請人は、下名在住の○○。譲渡希望価格は、１０ａ当

たり○○円となっています。 

以上、議案第８号の説明を終わります。 

 

これより、議案第８号１番について質疑に入ります。質疑のある方は

挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第８号農地あっせん申出（売渡希望）

についての１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、

挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、農地あっせん申出(売渡希望) についての１番につい

ては、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

次に、ただいま承認された議案第８号のあっせん申出に係わる地区あ

っせん委員の選出について協議していただきます。 

各地区それぞれの委員の中から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

  

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

 議案第８号農地あっせん申出（売渡希望）についての１番については、

１３番委員、１９番委員、４番推進委員にお願いしたいと思います。 

事務局案でよろしいでしょうか。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。

 

議案第９号  

 

次に、日程第１１、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（賃借）の意見決定について議題に供します。 

１番から３１番について事務局の説明を求めます 

 

それでは、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画

（貸借）の意見決定について、ご説明します。資料は、１６ページから

１９ページですので、審議の参考にしてください。 
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 本案件につきましては、議案第１号の農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積された

もので、借主が中間管理機構ですので別議案として上程いたします。 

 なお、総会資料１９ページの２７番から２８番が５番委員、２９番か

ら３１番が３番委員の関連する議案となっております。これにつきまし

ては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定、議事参与の制限に基

づき、議案の採決に参加できませんので、よろしくお願いします。 

それでは、資料の１６ページをご覧ください。利用権を設定する者の

氏名又は名称につきましては、１８ページに各筆の明細が記載してあり

ますのでご確認ください。 

利用権設定を受ける者の氏名又は名称については、公益財団法人 鹿

児島県地域振興公社 理事長 弓指 博昭です。募集期は、平成２９年

Ⅳ期です。利用権設定開始日は、平成２９年１２月１日からとなります。

今回の募集期は、本年の８月１日から８月３１日までの期間に公募を行

い、本市で配分計画案を作成した後に、機構が配分計画を策定したもの

で、本市農業委員会の決定を受け、市が公告し、県が配分計画を公告・

認可することで効力が発生します。 

 今回、中間管理機構を借主として利用権の設定をしようとするものは、

全体で３１筆、農地面積は ３３,７６５㎡です。設定する期間は、５年

が２筆、１０年が２９筆となります。 

資料の１７ページをご覧ください。借換区分別の集計と集積率につい

てご説明します。 

今回の設定する地域は、加治木町小山田地区、蒲生町の上久徳地区、

北地区、白男地区です。 

まず、加治木町小山田地区につきましては、全体で２１筆の面積２１，

６５０㎡です。借換区分は、新規が２筆の面積９４２㎡、ＡｔｏＡ、い

わゆる本人が機構に貸し出して本人が借り入れするパターンが４筆の

５，４８７㎡、機構に貸し出す前と後の耕作者が同一のものである載せ

換えが１５筆の１５，２２１㎡です。 

次に蒲生町上久徳地区につきましては、全体で２筆の面積が２,２８

５㎡です。借換区分は載せ換えのみとなっております。 

続きまして蒲生町北地区につきましては、全体で３筆の面積３,５１

７㎡です。借換区分は、新規が１筆の７８４㎡、ＡｔｏＡが２筆の２,

７８３㎡です。 

次に蒲生町白男地区につきましては、全体で５筆の面積６，３１３㎡

です。借換区分は、新規が２筆の１,２９８㎡、ＡｔｏＡが２筆の４，

２８４㎡、載せ換えが１筆の７３１㎡です。 

集積率をご覧ください。今年度姶良市が候補地区に指定し、重点的に

事業推進を行っている地区が、加治木町小山田地区、蒲生町北地区及び

白男地区です。 

今回の集積率は、加治木町小山田地区は、区域面積６３０，０７２㎡

に対して申請面積が２１，６５０㎡、集積率は３．４４パーセントとな

っております。蒲生町北地区は、区域面積３５２，８４３㎡に対して申
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請面積が３，５１７㎡、集積率は１パーセントとなっております。蒲生

町白男地区は、区域面積３０２，７３３㎡に対して申請面積が６，３１

３㎡、集積率は２．０９パーセントとなっております。 

なお、上久徳地区については、個別申請となっておりますので、集積

率には記載しておりません。ご了承ください。 

以上で、議案第９号の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から２６番について、一括して質疑に入ります。  た

だ今の事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願いします。

 

「意見・質問なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定についての１番から２６番について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集

積計画（貸借）の意見決定についての、１番から２６番については原案

のとおり決定いたしました。 

なお、議案第９号２７番から２８番については、議事参与制限により、

関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いたしま

す。 

２７番から２８番の関係者、５番委員の退席をお願いします。 

 

（５番委員退席） 

 

それでは、２７番から２８番について質疑に入ります。質疑のある方

は挙手をお願いします。 

 

「意見・質問なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第９号２７番から２８番について、原案のとおり決定することに

賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

［賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号２７番から２８番については原案のとお

り決定いたしました。 

５番委員は着席してください。 
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（５番委員着席） 

 

続いて、議案第９号２９番から３１番については、議事参与制限によ

り、関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、採決いた

します。 

２９番から３１番の関係者、３番委員の退席をお願いします。 

 

（３番委員退席） 

 

それでは、２９番から３１番について質疑に入ります。質疑のある方

は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第９号２９番から３１番について、

原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第９号２９番から３１番については原案のとお

り決定いたしました。 

３番委員は着席してください。 

 

（３番委員着席） 
 

農地あっせんの経過報告 

 

次に、日程第１２、農地あっせんの経過報告について、進展がありま

したら報告をお願いします。 

まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。資料の２ページを

ご覧ください。 

１９番につきましては、売渡としての申請から５年以上経過しており

ましたので、先般期間満了に伴う通知を出しております。こちらにつき

ましては、期間満了で終了となります。２０番につきましても、同様に

通知を出しており、期間満了で終了となります。以上で報告を終わりま

す。 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

 それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 
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農用地利用集積計画合意解約 

 

次に、日程第１３、農用地利用集積計画の合意解約報告について、事

務局の説明を求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画の合意解約報告をいたします。１０月

は、５件が提出されております。 

内容につきましては、別紙、合意解約（１０月分）をのちほどご確認

ください。こちらにつきましては、議決不要案件となっておりますので

ご理解よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、発言のある方は、挙手をお願いします。

  

「質問・意見なし」 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

その他 

 

それでは日程１４、その他でございますが、委員の方から何かござい

ませんか。 

１２番委員。 

 

１２番委員です。和解の仲介の結果報告をいたします。去る８月の定

例総会の議案第９号で本市農業委員会で受理することといたしました和

解の仲介の申立について、１０月５日に第１回目の和解の仲介を行いま

したので、その経過と今後の予定について、仲介委員の私からご報告い

たします。 
１０月５日に、申立人である 故）○○氏の相続人代表の○○氏と被

申立人○○氏、仲介委員の私と８番委員、参加人の６番推進委員、事務

局３名で和解の仲介を行いました。 
 和解の仲介の内容といたしましては、申立人が申立ての内容である①

利用権設定期間の賃借料の納付と②農地の原状回復を被申立人に求め、

被申立人がその申立てについて、いままでの経緯や現状では対応ができ

ない理由を述べ弁明されましたが、申立人の切なる思いに対して、被申

立人の誠意の希薄さが目立ち、和解には至りませんでした。 
つきましては、被申立人が今月末までに①利用権設定期間の賃借料の

納付と②農地の原状回復について、具体的な計画内容を記した和解案を

作成の上、仲介委員宛に提出してもらうこととし、審議継続について仲

介委員で協議した結果、第２回の和解の仲介を開催することといたしま

した。 
被申立人により和解案が示された後に、申立人の意向を考慮した形で

次回の和解の仲介を開催するまでの間に、仲介委員が和解の折衷案を作
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成し、次回の和解の仲介の場で申立人と被申立人に提示する予定です。

仲介委員といたしましては、申立人の切なる思いに応えられるように

和解の成立に努めますが、もし、次回の和解の仲介でも不調となった場

合は、審議継続について、和解の仲介の打切りも選択肢のひとつとして

協議することになると思われます。 
なお、次回の和解の仲介の結果につきましては、改めてご報告させて

いただきます。以上で、和解の仲介の経過と今後の予定について報告を

終わります。 

 

仲介委員の皆様には、本当にご苦労いただいております。ただ今、１

２番委員より報告がございましたが、なにか発言のある方はございませ

んか。ないようでしたら、報告ですのでこれで終わります。 

他にございませんか。 

それでは、以上で、本日の議案の審議ならびに、報告事項はすべて終

了いたしました。 

事務局から何かありますか。 

 

○活動記録簿の記入について説明 

○基盤整備に伴う農地集積について説明とお願い 

 

他にございませんか。 

それでは以上をもちまして、平成２９年度第７回姶良市農業委員会総

会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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